
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
福
島
県
を
発
注
者
と
し
て
、
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
物
品
の
買
入
れ
又
は
修

繕
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
の
特
例
を
定
め
る
件

一

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
第
二
百
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
に
お
い
て
、
福
島
県
を
発
注
者
と
し
て
、
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
競

争
入
札
」
と
い
う
。
）
の
方
法
に
よ
り
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
審

査
の
申
請
の
時
期
並
び
に
当
該
申
請
に
必
要
な
書
類
等
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基

づ
く
災
害
の
被
災
者
に
係
る
特
例
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

第
一

特
例
と
し
て
資
格
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
（
令
和
元
年
十
月
十
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で
の

間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
並
び
に
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置

の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
及
び
令

和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
非
常
災
害
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政

令
第
百
四
十
三
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
非
常
災
害
並
び
に
令
和
元
年
十
月
二
十
五
日
の
大
雨
に
よ

る
災
害
を
い
う
。
）
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
資
格
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

当
該
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け

て
復
権
を
得
な
い
者

二

法
令
の
規
定
に
よ
り
営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
、
登
録
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
受
け
て
い
な
い
者

三

資
格
の
審
査
の
申
請
時
に
お
い
て
、
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

四

資
格
の
審
査
の
申
請
時
に
お
い
て
、
消
費
税
又
は
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

五

資
格
の
審
査
の
申
請
を
す
る
日
の
属
す
る
営
業
年
度
の
前
営
業
年
度
に
お
い
て
、
業
と
し
て
の

物
品
の
販
売
又
は
修
繕
の
実
績
の
な
い
者

六

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

三
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

第
二

資
格
及
び
そ
の
有
効
期
間

資
格
は
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
審
査
の
上
知
事

が
認
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
資
格
の
有
効
期
間
は
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
と
す
る
。

第
三

資
格
の
喪
失

資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
一
の
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当

該
資
格
を
失
う
も
の
と
す
る
。

第
四

資
格
の
審
査
の
申
請
方
法

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
所
定
の
物
品
購
入
（
修

繕
）
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
財
務
諸
表
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
知

事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五

資
格
の
審
査
の
申
請
時
期

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
（
福
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

（
平
成
元
年
福
島
県
条
例
第
七
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
単
に
「
県
の
休

日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
受
け
付
け
る
。

第
六

申
請
書
等
の
提
出
先

資
格
の
審
査
の
申
請
書
等
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
。

提

出

先

郵

便

番

号

及

び

住

所

電
話
番
号

福
島
県
出
納
局
入

九
六
〇
―
八
六
七
〇

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二

〇
二
四
―
五
二
一
―

札
用
度
課

番
一
六
号

七
五
六
三

第
七

資
格
の
審
査
の
結
果
の
通
知

資
格
の
審
査
の
結
果
は
、
郵
送
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

第
八

変
更
の
届
出

資
格
の
審
査
又
は
認
定
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
内
容
を
知
事
が
別
に
定
め
る
用
紙
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号
又
は
名
称

二

代
表
者
の
職
氏
名

三

住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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四

そ
の
他
特
に
事
業
の
内
容
に
変
更
を
生
じ
さ
せ
る
事
項

第
九

こ
の
告
示
に
関
す
る
問
合
せ
先

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課

（
入
札
用
度
課
）
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